
１１１１　　　　障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画障害福祉計画とととと障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画障害者福祉計画のののの関係関係関係関係

　障害福祉計画は、障害福祉サービスごとの目標値やその目標達成の方策など、具体的な事項

を定めたものであり、障害者福祉計画中の「福祉サービスの充実」と関連するものです。

　障害者福祉計画は、国の「障害者基本計画」・県の「やまぐち障害者いきいきプラン」との整合を

図りながら、障害者施策の基本方針や目標を定めるものです。

【総論】

・　計画策定の趣旨

・　計画の位置付けと役割

・　計画の期間 第１章　計画の概要

・　障害福祉を取り巻く現状と今後の課題 第２章　本市の障害者の状況

・　計画の基本目標 第３章　計画策定の基本課題

【各論】 第４章　計画の基本理念と施策の体系

第３章 第第第第５５５５章章章章　　　　分野別施策分野別施策分野別施策分野別施策のののの展開展開展開展開

１　新体系サービスの移行 第６章　計画推進のために

２　障害福祉サービス等の量の見込み

３　障害福祉サービス等の目標値の設定及び

　　目標達成のための方策

４　障害福祉サービス等の円滑な提供体制の確保・質の向上

宇部市障害福祉計画宇部市障害福祉計画宇部市障害福祉計画宇部市障害福祉計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて

障害福祉計画

　市町村は、障害者基本計画及び都道府
県障害者計画を基本とするとともに、地方
自治法第2条第４項の基本構想に即し、か
つ、当該市町村における障害者の状況等
を踏まえ、当該市町村における障害者のた
めの施策に関する基本的な計画を策定し
なければならない。

障害者基本法第９条第３項

現障害福祉計画

現障害者福祉計画

根拠法令

位置づけ
　障害者のための施策に関する基本的な
事項を定める計画

障害者自立支援法第８８条

　市町村は、基本指針に即して、障害福祉
サービス、相談支援及び地域生活支援事業の
提供体制の確保に関する計画を定めるものと
する。

　障害福祉サービス等の確保に関する計画

障害者福祉計画

関連関連関連関連



２２２２　　　　計画期間計画期間計画期間計画期間

　次期計画の計画期間は、平成２４年度から平成２６年度までの３年間とします。

　ただし、現在国おいては、障害者基本法の改正や障害者自立支援法に代わる 「障害者総合福祉

法（仮称）」の制定など、障害者施策の抜本的な改正が検討されていることから、これらの動向を注視

するとともに、第4次宇部市総合計画（前・中期実行計画）との整合性も考慮しながら、必要に応じ、

計画の見直しを行うこととします。

３３３３　　　　今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））

●

●

地域自立支援
協議会

市民意向の把握

計画策定
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障害者福祉計画
（H23～H29）

障害者福祉計画
（H19～H22）

第2期障害福祉計画
（H21～H23）

前期実行計画（H22～H25） 中期実行計画（H26～H29）

（県）やまぐち障害者いきいきプラン
（H21～H24）

（国）障害者基本計画
（H15～H24）

第４次市総合計画　（H22～H33）

障害者団体の
意見交換会

第1回協議会 第2回協議会 第3回協議会

次期計画

次期計画

パブリックコメントの
実施

第第第第3333期障害福祉計画期障害福祉計画期障害福祉計画期障害福祉計画
（（（（HHHH24242424～～～～HHHH26262626））））

平成２２年度
実績報告

現状分析 数値目標・サービ
ス見込み量の検討

数値目標・サービス見込み
量の中間集計

数値目標等の検討

作成完了

事業所の
意向調査

事業所と
の協議

公表

県との調

整


